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（毎日新聞報道から転載） 

「国を明確に断罪した」福島原発集団訴訟、仙台高裁判決 

提訴 7 年半「勝ちきった」 

毎日新聞 2020 年 10 月 1 日 10 時 14 分(最終更新 10 月 1 日 10 時 14 分)  

判決後、「勝訴」と書かれた垂れ幕を見

て喜ぶ原告団の人たち＝仙台市青葉区の

仙台高裁前で２０２０年９月３０日午後

２時２９分、和田大典撮影 

 国を明確に断罪した――。東京電力福

島第１原発事故時に福島県内や隣県で暮

らしていた約３６００人が国と東電に損

害賠償などを求めた「生業（なりわい）

訴訟」。国の責任を明確に認めた３０日

の仙台高裁判決を、原告団は歓迎した。【磯貝映奈、藤田花】 

 午後２時半ごろ、仙台高裁前で弁護士や原告が「勝訴」「再び国を断罪」などと書かれ

た垂れ幕を広げると、集まった約２００人の原告たちからは、歓声と拍手が湧き起こっ

た。垂れ幕を出した原告の一人で、富岡町から郡山市に避難している深谷敬子さん（７

６）は「事故後の９年は長かったが、本当に良かった」と何度も喜びを口にし、「勝訴と

いう結果が出て足取りが軽くなり、これからの自分

の人生を前に進めることができそう」と胸をなで下

ろした。 

 同じく垂れ幕を掲げた須賀川市の原告、樽川和也

さん（４５）は、事故間もない２０１１年３月下

旬、父親を亡くした。有機栽培で野菜やコメ作りに

力を入れていた父は、事故で野菜の出荷が自粛とな

った直後に、自ら命を絶った。樽川さんは「勝訴の

垂れ幕を出すことができ、父に良い報告ができる。

今日は帰って父の（遺影の）前でお酒を飲みたい」

とほおを緩めた。 

判決について報告する原告団の中島孝団長＝仙台市

青葉区の仙台地裁前で２０２０年９月３０日午後２

時３３分、和田大典撮影 
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 原告団の１人で農業者団体「福島県農民連」事務局長の佐々木健洋さん（４４）＝福島

市＝は、仙台高裁の外で、落ち着かない気持ちを抑えながら、仲間が高裁内から出てくる

のを待ちわびていた。「勝訴」の文字が見えた瞬間、勝利を確信して、ほっとしたとい

う。「強気な姿勢で臨んだが、不安もあった。期待以上の判決で勝ちきったと言ってい

い」 

 佐々木さんは福島第１原発事故後、避難を強いられたり、風評被害で苦しんだりしてい

る農家をサポートする活動を続けてきた。農家の苦境を目の当たりにする中で「（原発を

推進してきた）国にも責任を求めないと解決にはつながらない」と自主避難区域の住民で

も参加できる生業訴訟に原告として参加。口頭弁論に頻繁に足を運び、署名活動やデモ行

進などに参加した。今回の判決を「裁判長が決意を持って書いてくれた。今後の同種訴訟

に道筋をつけた意義は大きい」と影響力の大きさに期待する。 

 弁護団の馬奈木厳太郎弁護士は、記者会見で「私たちの思いがぎっしり詰まった判決が

言い渡されました」と判決文全文を掲げた。「原発事故から９年半。最初の提訴から７年

半が経過してようやくここまで来られた」と喜びを口にした。その上で「もう国や東電に

責任があると決着した。一日でも早く救済するべきで、『上告をするな』と求めていきた

い」と今後を見据えた。 

 

東日本大震災 

原発事故、高裁も国に責任 初認定 福島集団訴訟 

毎日新聞 2020 年 10 月 1 日 

福島第１原発事故の集団訴訟判決後、

「勝訴」などと書かれた垂れ幕を掲げる

原告弁護団＝仙台高裁前で 30 日、和田大

典撮影 

 東京電力福島第１原発事故当時、福島

県や隣県に住んでいた約３６００人が国

と東電に総額約２１０億円の損害賠償な

どを求めた集団訴訟の控訴審判決で、仙

台高裁（上田哲（さとし）裁判長）は３

０日、１審・福島地裁判決（２０１７年１０月）に続いて国と東電の責任を認め、原告３

５５０人に１人当たり最大３００万円、総額約１０億１０００万円（１審判決から約５億

円増額）を支払うよう命じた。同種訴訟で高裁が国の責任について判断したのは初めて。 
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 訴訟の原告は同種訴訟で最も多く、避難区域外の住民が８割以上。判決は避難区域の賠

償額を１審判決から大幅に増やした他、国の賠償基準の対象外の区域にも範囲を拡大し

た。同種訴訟は約３０あり高裁判決は３件目だが、先の２件は東電のみを被告としてい

た。１審で国の責任を認めたのは７地裁、認めなかったのは６地裁と割れている。 

 判決は国の責任について、政府の地震調査研究推進本部が０２年に公表した地震予測

「長期評価」に基づき、原発の敷地高を超える津波の襲来を予見できたとし、０６年末ま

でに国が東電に津波対策をとらせなかったことを違法と認定。「国は東電の長期評価に関

する不誠実ともいえる報告を唯々諾々と受け入れ、規制当局に期待される役割を果たさな

かった」と批判した。 

 賠償額については、避難区域で１０万～３００万円の上積みを認定。国の避難指示基準

（年間被ばく線量２０ミリシーベルト）を下回る地域でも国の賠償基準を上回る損害があ

ったとし、１審判決で認められなかった福島県会津地方、宮城県丸森町、栃木県の一部に

も賠償の対象を広げた。一方、居住地の空間放射線量を事故前に戻すよう求める原状回復

請求は１審に続き認めなかった。 

 原子力規制庁は「適合審査を厳格に進め、適切な規制を行う」、東電は「内容を精査し

対応を検討する」とコメントした。１審判決は国と東電の責任を認め、原告約２９００人

に１人当たり１万～３６万円、総額約５億円を支払うよう命じた。【寺町六花、磯貝映

奈】 

仙台高裁の判決 骨子 

・東電は２００２年末ごろまでには、政府の地震調査研究推進本部が公表した地震予測

「長期評価」に基づき、福島第１原発の敷地高を超える津波の到来を予見できた。国も東

電と同じ知見を認識しており、同様に予見できた 

・東電の「長期評価」に接した際の行動は、新たな防災対策を極力回避したいとの思惑が

目立ち、事故の回避義務違反の程度は決して軽微ではない 

・国は遅くとも０６年末までには、東電に防潮堤の設置などにつながる技術基準適合命令

を出して規制権限を行使すべきだった 

 


